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【～認知判断能力が低下・喪失した顧客の預金引出・

金融商品売却依頼に対する対応の在り方について～】
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１．本協会報告書の概要について

２．対談形式による本協会報告書の解説

【対談者】

・学習院大学法学部教授 山下純司氏

東京大学法学部卒業。2001年より、学習院大学法学部助教授。2008年より、学習院大学

法学部教授。日本私法学会、信託法学会、法と教育学会に所属。国家公務員総合職試験員。

・和田倉門法律事務所 パートナー弁護士 山本啓太氏

慶應義塾大学経済学部卒業。ロンドン大学ロースクール卒業。2001年弁護士登録。

2003年より2005年金融庁監督局保険課。邦銀への出向経験あり。

金融レギュレーション・金融取引が専門

・本協会事務局 業務執行理事 山田博之

３．事前のご質問への回答

1. ポイント解説の進め方
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１．はじめに

２．高齢化社会の現状と高齢者支援制度等の普及状況

３．親族等からの金融商品の売却依頼への対応

4. 親族等に対する金融商品売却に関する任意代理権付与

5． おわりに

2. 本協会報告書の構成

金融商品の売却だけでなく、預金引出との関係をふまえて解説
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（ご参考）全国銀行協会公表の「考え方」との対応関係①

（出所）一般社団法人全国銀行協会ウェブサイトより抜粋

➢ 全国銀行協会公表の「考え方」（令和3年2月18日）には「法律構成や実務対応の考え方などは、日本

金融ジェロントロジー協会の「法人特別会員ワーキング・グループ報告書」（2020 年 12 月 23 日）に依

拠するところが大きい。」とされている。



（引用）一般社団法人全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方

（公表版）」・2頁
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全国銀行協会公表の「考え方」（状況別の対応の考え方）

（ご参考）全国銀行協会公表の「考え方」との対応関係②

状況

本人に認知判断能力があるか

あり なし※

本人取引 代理取引

代理権はあるか

あり なし

想定される
取引形態

（１）
通常取引

（２）
認知判断能力が
低下した顧客本人
との取引

（３）
法定代理

（成年後見人等）

（４）
任意代理
（親族等）

（５）
無権代理
（親族等）

（※）一部認知判断能力が低下しているケースも含む。

全国銀行協会 本協会報告書の構成

（３）法定代理（成年後見人等） ２．高齢化社会の現状と高齢者支援制度等の普及状況

（４）任意代理（親族等） ４．親族等に対する金融商品売却に関する任意代理権付与

（５）無権代理（親族等） ３．親族等からの金融商品の売却依頼への対応
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◆ 「法人特別会員ワーキング・グループ」を設置（2019年9月）

3. 本協会報告書の作成に至った経緯

➢ 金融機関等における高齢者対応にかかる課題の共有、課題解決に向けた検討が目的

→「認知判断能力を喪失した顧客の親族からの、金融商品売却依頼への対応」が喫緊の課題と認識

◆ 現状と課題認識

➢ 本人が認知判断能力を喪失した場合、自ら預金払出や金融商品売却の意思表示ができなくなるため、預

金口座や証券口座は金融機関等により凍結される。一方、本人の医療費・施設入居費等は確実に発生

➢ 預金の引出については、人道的見地から払出しに応じる銀行もあるが、金融商品については、価格が変動す

ることや金融商品取引法との関係から、親族等からの売却依頼には応じられないとの金融機関等が大半

➢ 確かに、金融機関等が依頼に応じなくとも、成年後見制度を利用すれば売却できるが、成年後見制度を利

用したくない場合もあると思われ、親族等が費用を立て替えている例も見受けられる

➢ 本人の介護が親族等に人的・金銭的に負担となっている状況の下、金融機関等としては、成年後見制度の

利用を促すという対応で、高齢顧客の支援を十分果たしていると言えるか？



※1 最高裁判所事務総局家庭局作成「成年後見関係事件の概況 -平成３１年１月～令和元年１２月-」・3頁

※2 厚生労働省作成「第2回成年後見制度利用促進専門家会議・資料3 適切な後見人の選任のための検討状況等について」（平成31年3月18日）

※3 駒村康平編「エッセンシャル金融ジェロントロジー 高齢者の暮らし・健康・資産を考える」（慶應義塾大学出版会・2019年）・118頁

※4 金融庁作成「金融庁市場ワーキング・グループ第27回・事務局資料」（令和2年2月13日）・9頁 6

4. 高齢者支援制度等の普及状況

①成年後見制度

✓ 「成年後見制度利用促進基本計画」（2017）閣議決定、官民一体の成年後見制度利用促進

✓ 審理期間の短縮（2019/1～12：約75％が２カ月以内に終局）※1

✓ 専門職後見人ではなく身近な支援者を後見人に選任することが望ましいとの考え ※2

✓ 審判前の保全処分による費用充当、公費補助として成年後見制度利用支援事業も用意

→裁判所による審判等の手続き的負担、専門職後見人に対する報酬等の費用的な負担で使いにく

いとの意見あり、利用者総数は約22万人（2019/12）。潜在的制度利用対象者（認知症高齢

者約460万人等）の数など勘案すると、利用者数はまだまだ少ない状況にあるとの指摘も※3

②日常生活自立支援事業

✓ 社会福祉協議会による認知判断能力が低下した人を支援する制度

→利用者数は約5.3万人（2017年度末）※4

➢ 既存の法制度をだけでは対処しきれない高齢顧客の様々な課題やニーズが生じている
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5. 検討のポイント

Ⅰ. 「親族等からの金融商品の預金払出・売却依頼への対応」

➢ 少しでも本人の介護等を行う親族等の金銭的負担を減らし、ひいては高齢顧客の日常生活を支援でき

ないかという想いから、金融機関等としていかなる対応をすべきかについて整理

Ⅱ. 「親族等に対する金融商品売却に関する任意代理権付与」

➢ 「Ⅰ.親族等からの金融商品の売却依頼への対応」は、親族等の金銭的負担を軽減する点では有益だ

が、できれば、認知判断能力が低下する前に本人が親族等に金融商品売却の代理権を付与しておくこ

とが望ましく、事前に任意代理人を登録する制度について考え方を整理。

➢ これらの検討結果を
「法人特別会員ワーキング・グループ報告書～認知判断能力が低下・喪失した顧客の金融商品売却依頼に対
する対応の在り方～」
として取りまとめ、2020年12月23日、本協会ウェブサイト（http://www.jfgi.jp/）にて公表
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Ⅰ.「親族等からの預金払出・金融商品の売却依頼への対応」について検討（本協会報告書P.8～14）

6. 親族等からの預金払出・金融商品の売却依頼への対応①

➢ 親族等からの預金払出・金融商品の売却依頼が「本人のための費用」を支払うためであること等が確認でき

れば、売却依頼に応じても良いのではないか。但し、親族等による不正防止等の観点を含めた対応を行う。

①親族等、金融機関
等の法的地位

✓ 親族等：明示的に代理権を付与されていないのであれば、無権代理人。もっとも
「本人のための費用」の支払いであれば、民法上の事務管理が成立する可能性が
ある

✓ 金融機関等：損害賠償を負うリスクは免れないが、「本人のための費用」の支払い
であることを金融機関等が確認できれば、リスクを極小化できる

②「本人のための費用」
の範囲

✓ 本人の医療費・介護関連費用、生活費の支払いに限定
✓ 生活費はエビデンスの確認等が難しいため、取引履歴、社会通念上合理的と思わ

れる一定金額水準の検討、申出金額の内訳の検証等の方法を提案

➂払出・売却を依頼す
る親族等の範囲等

✓ 推定相続人など一定の範囲を設けることが考えられるが、依頼人が「本人のため」
に払出・売却できる関係にあることが重要

✓ 払出・売却金額の大きさ、親族等の本人との関係、医療機関等への直接振込か
親族等による立替えか等の状況に応じ、依頼を受ける際に同意を必要とする親族
等の範囲や人数等を決める
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Ⅰ.「親族等からの金融商品の売却依頼への対応」について検討（本協会報告書P.8～14）

6. 親族等からの預金払出・金融商品の売却依頼への対応②

④資金の払出方法 ✓ 金融機関が本人のために支出した部分については、第三者弁済により発生した求
償権と預金債務を相殺するものと整理

✓ 本人の預金口座から医療機関等の費用請求者への直接払い。親族等による立
替払いについても、経緯に合理性が認められる場合は、親族等の口座へ振り込む

⑤成年後見制度との関
係

✓ 成年後見開始の事実を認識した後は、親族等からの依頼には応じず、成年後見
人に対して売却依頼を求める

⑥本人への周知 ✓ 認知判断能力を喪失した場合、親族等からの売却依頼を認める場合があるとい
うことを、業界あるいは個社として、本人に予め周知する必要

✓ 本人に、法定後見制度、後述の任意後見制度や任意代理の利用を考える機会
を提供する意味もある

➆払出・売却依頼書の
記載内容

✓ 依頼書には依頼する親族等の署名、資金使途の内容、（金融商品の場合）
商品を特定する情報、振込先等に加えて、依頼内容に誤りがあった場合には依
頼人が責任を負うことの同意を得る

⑧本人が認知判断能
力を喪失していることの
確認

✓ 本人との面談、本人の診断書、本人の担当医からのヒアリング等で確認
✓ 診断書等がない場合、複数社員による本人との面談、医療介護費等のエビデン

スの確認等、各社が創意工夫のうえ適切に確認
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Ⅰ.「親族等からの金融商品の売却依頼への対応」について検討（本協会報告書P.8～14）

6. 親族等からの預金払出・金融商品の売却依頼への対応➂

✓ 金融庁とも相談のうえ、上記に整理した対応を行った結果、真に本人の利益のために行われていると認められ

る場合、金融機関等は親族等の指示に従い「本人のための費用」の支払いのために金融商品を売却したと

考えられることから、基本的には金商法の無断売買や未確認売買には問われるものではないと整理

➢ 金融商品取引法との関係について
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Ⅱ.「親族等に対する金融商品売却に関する任意代理権付与」について検討（本協会報告書P.15～16）

7. 親族等に対する金融商品売却に関する任意代理権付与①

①制度の趣旨・概要 ✓ 将来の認知判断能力の低下・喪失に備え、金融資産を介護費用等に柔軟に活
用したい顧客のために、金融商品の売却に関して、事前に任意代理人を登録する
制度

✓ 民法上、本人の認知判断能力が低下・喪失しても、任意代理人の任意代理権
は消滅しない

②本人の認知判断能
力低下・喪失後のリス
クの説明

✓ 任意後見制度を利用するには手続き的負担が大きく、金融機関等としては、任意
後見制度の利用を望まない顧客に対する制度を用意することが現実的

✓ 任意後見制度では、任意後見監督人が任意後見人を監督するなど、任意後見
人の権限濫用を防ぐ仕組みがある。これに対し、この制度では、本人の認知判断
能力が低下・喪失した後は、任意代理人を監督する者がおらず、代理人による不
正行為を防止する仕組みがない

✓ 本人の認知判断能力が低下・喪失した後は、任意代理人を監督する人がいない
こと、任意代理人による権限濫用のリスク等について説明したうえで、任意代理人
を登録してもらう

➂任意代理人になれ
る者の範囲

✓ 任意代理人の範囲については、推定相続人等、一定の範囲を設ける
✓ 本人が任意代理人の変更を希望する場合や、任意代理権付与の撤回を希望す

る場合等についても、任意代理人の同意なく対応できる制度とする
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Ⅱ.「親族等に対する金融商品売却に関する任意代理権付与」について検討（本協会報告書P.15～16）

7. 親族等に対する金融商品売却に関する任意代理権付与②

④任意代理権の範囲 ✓ 任意代理権の範囲は本人に委ねるべきであり、金融機関等として、金融商品の種
類や売却回数等について特段制限を設定する必要はない

✓ もっとも、本協会報告書における検討が、「本人のための費用」の支払いを目的とす
る趣旨であることを踏まえると、まずは金融商品の購入は任意代理権の範囲には
含めず、金融商品の売却のみとする

✓ 「本人のための費用」の支払いとの趣旨を逸脱して任意代理人が売却を行うおそれ
もあるため、不正防止の観点から、一定金額以上の売却、一定回数以上の売却
の場合、任意代理人に対し資金使途を確認し、場合によっては資金使途に関す
るエビデンスの提出を求める等の対応を行う

⑤成年後見人、任意
後見人との関係

✓ 成年後見人や任意後見人が就任した場合、成年後見人等と当該任意代理人で
異なる対応を行うおそれがある

✓ 厳格な手続きが定められた成年後見制度を優先すべく、金融機関が後見開始の
事実を認識した場合は、当該任意代理権による取引はできなくする
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8. まとめ

➢ 急速に高齢化が進展していく社会において、既存の法制度だけでは対処しきれない高齢顧客
の様々な課題やニーズが生じてきている

➢ 金融機関等は、顧客本位の業務運営の下、その課題に主体的に取り組んでいることが求めら
れている

➢ 本協会報告書で取り纏めた対応が、本人の日常生活支援の一助となり、介護に携わる親族
等の負担が軽減することに期待



出所）金融庁 金融審議会市場ワーキング・グループ報告書
14

◆ 金融審議会 市場ワーキング報告書において提言されている課題とも親和性あり

9. 市場ワーキング報告書との関係

Ⅱ. 超高齢社会における金融業務のあり方
「地域社会における生活インフラとして重要な役割を担う金融
事業者においては、金融包摂の観点からも、高齢顧客、特に
認知判断能力の低下した高齢顧客に対する対応を強化・改
善していくことが求められている」(報告書本文より抜粋）
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（１）無権代理人である親族等との取引にあたり、金融機関等のリスクについてどのように考えれば

良いのか？

ポイント解説編（１）-①

➢ 親族等の依頼が適正な場合：銀行は本人の医療費を第三者弁済することになり、取得した求償権と本人の預
金債権とを相殺することができる

医療機関等

親族等 本人

銀行等

親族の依頼が
適正な場合

①医療費の請求

⑤預金債権

➂第三者弁済

②依頼書

④求償権
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（１）無権代理人である親族等との取引にあたり、金融機関等のリスクについてどのように考えれば

良いのか？

ポイント解説編（１）-②

➢ 親族等の依頼が虚偽の場合：銀行の親族等への支払いは第三者弁済とならないので求償権はない。このため、
本人の預金債権との相殺はできず、親族等へ支払った金銭を回収できないおそれがある
親族の依頼内容については、銀行等として確り確認する必要がある

医療機関等

本人

銀行等

親族の依頼が
虚偽の場合

親族等

④預金債権

②親族等へ支払い

①虚偽の

依頼書

➂第三者弁済とな

らず求償権なし

⑤相殺できない

⓪立替払いなし
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（２）本人のための費用の範囲について

ポイント解説編（２）

①医療費・介護関連費用

➢ 資金使途確認のためのエビデンスの確認は必須

➢ 医療機関等への直接払いか、親族等による立替払いか

②本人の生活費

➢ エビデンスの確認は難しい、本人と生活を一にする者の生活費との区別が困難

➢ （ⅰ）過去の本人の取引履歴データ等の分析等による検証、（ⅱ）統計・指標等参考に社
会通念上合理的と思われる一定の金額水準等の客観基準の検討、（ⅲ）親族等からの申
出金額に対する検証方法の検討（家賃、食費等の内訳を提示してもらう等）による確認

➢ 生活をすればかかる費用であり、生活費を支弁することで、他の財産を節約することができるとの
考えも成り立つ（生活費は現存利益）
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（３）本人が認知判断能力を喪失していることの確認について

ポイント解説編（３）

①親族等による預金払出・金融商品売却依頼に応じるのは、本人が認知判断能力を喪失している
ことが前提

➢ 本人との面談、本人の診断書、本人の担当医からのヒアリング

➢ 診断書等がない場合は、複数社員による本人面談実施、医療介護費等のエビデンス確認等

②本人の認知判断能力の低下の兆候を気付けるようにする

➢ 本人との日々のやりとり等から、本人の認知判断能力の低下の兆候に気づけるように、認知症
の種類やその症状等の医学的見地を深めることも重要

（例：日本金融ジェロントロジー協会では、ケーススタディも作成し、金融機関の従業員が高齢者
の認知判断能力低下のサインを学ぶ研修も行っている）
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（４）依頼人の範囲と依頼書の記載内容

ポイント解説編（４）

①預金払出・金融商品売却依頼ができる依頼人の範囲

➢ 推定相続人など一定の範囲を設けることが考えられるが、依頼人が「本人のために払出・売却」
できる関係にあることが重要

➢ 後の紛争リスクを低下させるため、金額の大きさ、本人と親族等との関係、金融商品か預金か、
医療機関等への直接振込か、親族等による立替払いへの対応か、などにより、推定相続人全
員による依頼を求める等の対応を行う

②預金払出・金融商品売却依頼書の記載内容

➢ 依頼書には依頼する親族等の署名、資金使途の内容、（金融商品の場合）商品を特定する
情報、振込先等に加えて、依頼内容に誤りがあった場合に依頼人が責任を負うことの同意

➢ 依頼書を記載してもらうことによる心理的効果（親族等による不正を抑止する効果）

➢ 結果的に本人のための費用でなかった場合、親族等に損害賠償請求をする際の根拠となる
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（５）金融商品売却に関する任意代理権を付与する場合の留意事項

ポイント解説編（５）

①任意代理権の存続について

➢ 民法上、本人の認知判断能力の喪失は代理権の消滅事由とはされておらず、本人の認知判
断能力が低下・喪失しても任意代理人の代理権は消滅しない

②本人の財産保護の観点からは任意後見制度が効果的

➢ 任意後見制度では、家庭裁判所が選任する任意後見監督人が任意後見人を監督

➢ 任意代理人制度では、本人の認知判断能力が低下・喪失した後は、任意代理人を監督する
者がおらず、代理人の不正行為を防止する仕組みがない

➢ 任意後見制度における移行型（認知判断能力があるうちは任意代理人として行動し、本人の
認知判断能力が低下した後は任意後見制度に移行する制度）が、不正防止の観点からは効
果的

➢ 但し、任意後見制度は手続き的負担が大きい
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